
女性のがん検診無料クーポン券の有効期限が迫っています
問合先：健康推進課　保険・予防担当

☎（46）5113
　

女
性
特
有
の
が
ん
検
診（
子
宮
頸

が
ん
検
診
・
乳
が
ん
検
診
）無
料
ク
ー

ポ
ン
券
が
届
い
た
方
で
、
ま
だ
検
診

を
受
け
て
い
な
い
方
は
早
め
に
受
診

し
ま
し
ょ
う
。

対
象
者

○
子
宮
頸
が
ん
検
診　

　

平
成
22
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
23

年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
、
20
歳
・

25
歳
・
30
歳
・
35
歳
・
40
歳
に
な
っ

た
女
性（
妊
婦
は
除
く
）

○
乳
が
ん
検
診

　

平
成
22
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
23

年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
40
歳
・
45

歳
・
50
歳
・
55
歳
・
60
歳
に
な
っ
た

女
性

検
診
場
所
・
有
効
期
限

○
子
宮
頸
が
ん
検
診
　　

検
診
場
所

　

県
内
の
指
定
医
療
機
関

※
直
接
病
院
に
電
話
で
問
い
合
わ
せ

　

て
か
ら
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限　

平
成
24
年
１
月
31
日

○
乳
が
ん
検
診

検
診
場
所

　

都
留
市
立
病
院

※
11
月
30
日（
水
）ま
で
に
健
康
推
進

　

課
へ
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限　

平
成
24
年
１
月
25
日

※
検
診
日
が
限
ら
れ
て
お
り
、
先
着

　

順
と
な
る
た
め
早
め
に
お
申
し
込

　

み
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
扶
養
控
除
が
改
正

①
年
齢
が
16
歳
未
満
の
方
に
対
す

る
扶
養
控
除（
38
万
円
）が
廃
止
さ

れ
ま
し
た
。

②
年
齢
が
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の

方
に
対
す
る
扶
養
控
除
に
つ
い

て
、
上
乗
せ
部
分（
25
万
円
）が
廃

止
さ
れ
、
扶
養
控
除
の
額
が
38
万

円
と
さ
れ
ま
し
た
。（
19
歳
以
上

23
歳
未
満
の
方
に
対
す
る
上
乗
せ

部
分
は
継
続
）

③
扶
養
親
族
が
同
居
の
特
別
障
害

者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
扶
養

控
除
の
額
に
35
万
円
を
加
算
す
る

措
置
に
代
え
て
、
同
居
特
別
障
害

者
で
あ
る
扶
養
親
族
に
対
す
る
障

害
者
控
除
の
額
が
、
40
万
円
か
ら

75
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
改
正
は
、
平
成
23
年

分
の
所
得
税
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
年
齢
は
当
該
年
12
月
31
日
現
在

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
制
度

　

介
護
保
険
で
要
介
護
の
認
定
を

受
け
た
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
方

な
ど
を
対
象
に
、
所
得
税
や
個
人

住
民
税
で
障
害
者
控
除
の
対
象
者

と
し
て
認
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受

け
る
た
め
に
は
、
福
祉
課
へ
申
請
し

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」の

交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
の
申
請
は
毎
年
必
要
と
な
り

ま
す
。

対
象
者

　

次
の
①
、
②
の
要
件
を
満
た
す
方

①
当
該
年
12
月
31
日
現
在
で
65
歳

　

以
上
の
方

②
要
介
護
認
定
１
～
５
を
受
け
て

　

い
る
方

認
定
基
準

基
準
日　

障
害
者
控
除
の
適
用
を

受
け
る
年
の
12
月
31
日
現
在
に
お

け
る
認
定
状
況（
左
図
参
照
）

区分 認定区分 認定基準

特別障害者に
準ずる者

①重度障害者
（１級、2 級）に

準ずる者

要介護4 以上に認定されており、かつ、主治医意見
書などに記載されている障害自立度がＢ以上の者

②知的障害者
（重度）に準ずる者

要介護4 以上に認定されており、かつ、主治医意見
書などに記載されている認知自立度が３以上の者

③寝たきり
高齢者

要介護4 以上に認定されており、かつ、主治医意見
書などに記載されている障害自立度がＢ２以上の者
で介助を要する状態が 6 ヶ月以上継続している者

普通障害者に
準ずる者

①身体障害者
（3 級～ 6 級）

に準ずる者

要介護などに認定されており、かつ、主治医意見書
などに記載されている障害自立度がＡ以上の者。た
だし、特別障害者に準ずる者を除く。

②知的障害者
（中度、軽度）

に準ずる者

要介護などに認定されており、かつ、主治医意見書
などに記載されている認知自立度が２以上の者。た
だし、特別障害者に準ずる者を除く。

所 得 

控 除 額

区　分 所得税 個人住民税
特別障害者 40 万円 30 万円
同居特別障害者 75 万円 53 万円
普通障害者 27 万円 26 万円

税務課からのお知らせ

問合先：個人住民税→税務課市民税担当
　　　　所得税→大月税務署個人課税部門　☎（22）3153
　　　　障害者控除対象者認定申請→福祉課地域福祉担当
　　　　☎（46）5112　　

申
請
方
法

　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請

書
を
福
祉
課
へ
提
出
し
、
認
定
書

の
交
付
を
受
け
ま
す
。
申
請
に
は
、

対
象
者
の
方
の
介
護
保
険
認
定
者

証
と
申
請
者
の
方
の
印
鑑
が
必
要

で
す
。（
申
請
書
は
福
祉
課
に
あ

り
ま
す
。）

※
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持

ち
の
方
は
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

国民健康保険税などの社会保険料控除について
　自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき国
民健康保険税や長寿医療制度の保険料等（以下、「保険料等」といいます）は、
所得税や個人住民税の申告の際に、その保険料等を実際に支払った方から
社会保険料控除として差し引くことができます。保険料等が特別徴収（年
金から引落とし）されている場合、保険料等は年金受給者本人が支払った
ことになりますので、年金受給者本人のみが所得から社会保険料控除とし
て差し引くことができます。
　なお、特別徴収に代えて、口座振替により保険料等を支払う場合には、
口座振替によりその保険料等を支払った方の所得から社会保険料控除とし
て差し引くことができます。
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